
社会福祉法人明照福祉会 

平成２９年度正職員採用試験募集要項 
 

１ 採用する職員の雇用形態、職種及び採用人員 

 (1) 雇用形態 
   正職員 
 (2) 職種及び採用人員 
  ① 保育士・・・・１名 
  ② 介護職員・・・１名 
  ③ 看護職員・・・１名 
  ④ 管理栄養士（または栄養士）兼調理員・・・１名 
 

２ 採用予定日 

  平成２９年４月１日 
 

３ 応募資格 

  平成２９年４月１日現在で６０歳未満であり、各職種について、次の条件を満たす者とする。 
 (1) 保育士 

受験申込時において「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」を有している、または、採用予定日までに「保
育士資格」と「幼稚園教諭免許」を取得見込みであること。 

 (2) 介護職員 
受験申込時において「介護福祉士資格」を有している、または、「介護福祉士国家試験受験資格（取得

見込みを含む）を有し、第２９回介護福祉士国家試験を受験」していること。 
 (3) 看護職員 
   受験申込時において「看護師資格」または「准看護師資格」を有していること。 
 (4) 管理栄養士（または栄養士）兼調理員 
   受験申込時において「栄養士資格」または「管理栄養士資格」を有していること。 
 

４ 採用時の勤務地及び従事する業務内容 

 (1) 保育士 
    勤 務 地：明照保育園、原口保育園、佐土原保育園（佐土原児童クラブを含む）のいずれか。 
    業務内容：保育士業務及び上記施設において必要な業務 
 (2) 介護職員 
    勤 務 地：明照デイサービスセンター（配食サービスを含む）、ひだまりデイサービスセンター、デイ

サービスセンターひだまり２号館、ひだまり柳丸館（デイサービスセンター及び住宅型有
料老人ホーム）、グループホーム明照のいずれか。 

    業務内容：介護業務及び送迎、調理等の上記事業所において必要な業務 
 (3) 看護職員 

勤 務 地：明照保育園、原口保育園、佐土原保育園（佐土原児童クラブを含む）、明照デイサービスセ
ンター（配食サービスを含む）、ひだまりデイサービスセンター、デイサービスセンターひ
だまり２号館、ひだまり柳丸館（デイサービスセンター及び住宅型有料老人ホーム）、グル
ープホーム明照、那珂の郷のいずれか。 

    業務内容：看護業務及び保育または介護等の上記施設・事業所において必要な業務 
 (4) 管理栄養士（または栄養士）兼調理員 
    勤 務 地：明照デイサービスセンター（配食サービスを含む） 
    業務内容：調理、献立作成、利用者等への栄養指導、給食の配送、配食サービスの配達等の業務 
 ※ 「グループホーム明照」と「ひだまり柳丸館」では、夜勤または宿直の業務があります。 
 

５ 採用試験について 

 (1) 日  時 
   平成２９年２月２６日（日） 午前９時～午後４時（予定） 
 (2) 試験会場 
   明照保育園（宮崎市佐土原町下田島４５５８番地２） 
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 (3) 試験内容 
   書類選考、適性検査、一般教養、小論文、集団討論、面接 
 (4) その他 
  ① 昼食は各自でご準備ください。 
  ② 試験会場までの交通手段は、各自で確保してください。自家用車で来場する場合は、指定された駐車

スペースに駐車してください。 
  ③ 原則として遅刻は認めません。 
  ④ 受験者以外の方は、試験会場の建物及び敷地内（駐車場を含む）へ立ち入ることはできません。ただ

し、送迎のみの場合は、この限りではありません。 
  ⑤ 試験当日は、次のものを持参してください。 
    受験票、筆記用具（黒インクのボールペン、黒色の鉛筆(数本)、消しゴム）、スリッパ等の上履き、時

計（時計機能だけのものに限る） 
 

６ 受験申込方法等 

 (1) 受験申込に必要な資料の請求期間等 
   １月１８日（水）から２月１０日（金）までに、下記(6)の窓口で直接受け取るか、郵送で請求してくだ

さい。郵送で受験申込に必要な資料を請求する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、１４
０円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４判用紙が入る大きさ）を必ず同封してください。ただ
し、２月１０日（金）必着とします。 

 (2) 請求資料の送付 
   請求した資料が２月１４日（火）までに届かない場合は、下記(6)の窓口までご連絡ください。 
 (3) 受験申込受付期間 
   １月２５日（水）から２月１７日（金）まで。郵送による申込みは、２月１７日（金）必着とします。 

※ 受付時間は、月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時までです。（土・日・祝日を除く） 
 (4) 提出書類 
  ① 受験申込書（当法人が指定する様式） 
    「希望する職種」欄は、必ず該当するものを「○」で囲ってください。 
  ② 受験票（当法人が指定する様式） ※ 受験申込み受付後返送します。 

３か月以内に撮影した脱帽、正面向きの上半身カラーもしくは白黒写真（タテ３．５㎝程度×ヨコ３．
０㎝程度）を添付してください。 

  ③ 履歴書（当法人が指定する様式） 
３か月以内に撮影した脱帽、正面向きの上半身カラーもしくは白黒写真（タテ３．５㎝程度×ヨコ３．

０㎝程度）を添付してください。 
  ④ 受験資格に示す資格を証明する書類の写し（資格取得見込書を含む） 
    第２９回介護福祉士国家試験を受験している場合は、受験票の写しなど、受験していることを証明す

る書類を提出してください。業務により乗用車を運転する場合もありますので、運転免許を有している
場合は、運転免許証の写しも添付してください。 

  ⑤ 受験票の返信用封筒 
必ず返信先の住所、宛名等を記載し、８２円分の切手を貼ってください。 

  ⑥ エントリーシート（当法人が指定する様式） 
    所定の様式に、記入漏れがないように、すべての項目に記入してください。 
  ⑦ 自己ＰＲ書（当法人が指定する様式） 
    所定の様式に、『「なぜ明照福祉会の職員になりたいのか（受験の動機）。」及び「明照福祉会の職員に

なって、何をしたいのか。」』について、１６００字以内で記入してください。 
  ⑧ 卒業見込証明書 

現在就学中で採用予定日までに卒業見込の者は、卒業見込み証明書を提出してください。 
 (5) 受験票の返信 
   受験申込書を受け付けた後、２月２２日（水）までに「受験票」を返送しますので、試験日には、必ず

「受験票」を持参してください。 
 (6) 資料請求、受験申込等の窓口 
   〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島４５５８番地２ 社会福祉法人明照福祉会 法人本部 
 (7) その他 
   提出された書類は、採用試験の目的以外には使用いたしません。また、合否に関わらず返却いたしませ

ん。  
 

７ 合格発表 

  合否の結果については、試験終了後１０日以内に受験者全員に文書で通知します。 
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８ 勤務条件等 

 (1) 試用期間 
   採用後３か月間は試用期間となります（給与等の条件に変更なし）。 
 (2) 勤務時間 
   １か月単位の変形労働時間制を採用。 
 (3) 給 与 
  初任給は、職業経験年数及びその職務内容に応じて、一定の基準に基づいて決定します。また、それぞ
れの支給要件に応じて諸手当が支給されます。 

   ≪初任給の例及び諸手当の額等≫ 
  ① 初任給・・・１）４年制大学卒業後、他の職業経験がない場合：月額１６４，５８０円 

           ２）２年生短期大学卒業後、他の職業経験がない場合：月額１５４，４００円 
   ② 諸手当・・・通勤手当：上限11,000円（ただし、片道３ｋｍ以上が対象） 

資格手当：保育士、介護福祉士、看護師、準看護師等一律8,000円 
処遇改善手当：16,000円または20,000円 
業務手当：4,000円または5,000円 
職責手当：3,000円～10,000円を職責に応じて支給 
扶養手当：扶養親族の有無、扶養親族の年齢等に応じて支給 
住居手当：上限20,000円（ただし、世帯主が対象） 
その他、勤務実績に応じて「夜勤手当」「宿直手当」「祝日等出勤手当」「時間外手当」
を支給 

   ③ 賞 与・・・平成２７年度実績：年４．２か月分（夏季2.0か月分、冬季2.2か月分） 
※ ただし、上記は平成２９年１月１日現在の給与規程に基づく条件のため、採用日までに本会の給与規
程等が改正された場合は、金額が変更になる場合があります。 

 (4) 給与締日及び支給日 
   月末締めの当月２１日支払 
 (5) 勤務地及び職種の変更 
   採用後の定期の人事異動や本会の事業展開等により、上記「４ 採用時の勤務地及び従事する業務内容」

に記載している施設・事業所以外への異動や、採用時の職種及び業務内容から変更になる可能性がありま
す。 

 (5) その他 
   健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度、福利厚生制度あり。 
 

９ その他 

 (1) 次に該当する場合は、合格者であっても採用を取り消すことがあります。 
  ① 卒業見込みの者が卒業できなかった場合 

② 保育士について、採用日までに「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」を取得できない場合 
③ 合格者の都合で、平成２９年４月１日から勤務できない場合 
④ 受験資格の有無、提出書類の記載内容に不正があった場合 

  ⑤ その他、社会の秩序や安全に脅威を与え、市民生活に障害となる反社会的な活動を行ったり、そのよ
うな勢力との関係が明らかになる等、採用を取り消すことが妥当と思われる行為等があった場合。 

 (2) 受験申込締切後に本要項の内容に変更が生じた場合は、受験申込者に対して、速やかに変更内容を通知
します。また、不明な点がある場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。 

 (3) 今回の採用試験は、本会が別途実施する内部職員向けの「正職員登用試験」と同時実施となりますので、
予めご了承ください。 

 

≪ 問い合わせ先 ≫ 

社会福祉法人明照福祉会／法人本部（担当：吉田雅憲） 
〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島４５５８番地２ 

       TEL ０９８５－３０－５５６０  FAX ０９８５－３０－５５８２  

 【注意事項】 
① お問い合わせは、月～金曜日の午前９時～午後５時までの間にお願いいたします。 
② お問い合わせ時に担当者が不在の場合は、再度、ご連絡ください。



社会福祉法人明照福祉会の概要 
 

１ 法人の所在地、代表者等 
  社会福祉法人明照福祉会 理事長 吉田雅信 

  宮崎市佐土原町下田島４５５８番地２ 

    TEL ０９８５－３０－５５６０  FAX ０９８５－３０－５５８２ 

 

２ 設置・経営している施設・事業所（すべて宮崎市内、（ ）内は定員。） 
 施設・事業所名 所在地 

児童福祉
部門 

明照保育園（９０名） 佐土原町下田島4558 番地2

原口保育園（９０名） 佐土原町下那珂3422 

佐土原保育園（６０名） 佐土原町上田島1337 番地7

佐土原児童クラブ（４５名） 佐土原町上田島1350 番地9

高齢者福
祉部門 

明照デイサービスセンター（４５名） 佐土原町下田島4568 番地 

ひだまりデイサービスセンター（１６名） 佐土原町下田島7823 番地22

デイサービスセンターひだまり２号館（２８名） 佐土原町下那珂2967 番地78

グループホーム明照（９名） 佐土原町下田島4575 番地1

ひだまり柳丸館 
デイサービスセンター（２１名） 

柳丸町３２ 
住宅型有料老人ホーム（１８部屋、２１名）

障害者福
祉部門 

那珂の郷 
就労継続支援B 型（２０名）、就労移行支援（６名）、
生活介護（１４名）、日中一時支援 

佐土原町東上那珂12800 

高齢者・
障がい者
福祉部門 

相談支援センター明照 
介護保険：居宅介護支援 

佐土原町下田島4568 番地 
障がい福祉サービス：相談支援 

明照ヘルパーステーション 
介護保険：訪問介護 

障がい福祉サービス：居宅介護、同行援護、
行動援護 

 

３ 沿 革 
昭和４８年 ４月 １日 
昭和４９年１１月２８日 
平成 ７年 ３月 
平成 ７年１０月 
平成１１年 ６月 
平成１１年１０月 
平成１２年 ４月 
 
 
平成１３年 ４月 
平成１７年 ４月 
平成18 年 ４月 
 
平成１８年 ５月 
平成１９年 ４月 
平成２１年 1 月 
平成２２年 ２月 
平成２３年 ４月 
 
 
平成２５年 ５月 
平成２６年 ４月 
 
平成２８年 ４月 
 
 
 
平成２９年 １月 

佐土原町下田島４５５８番地２に明照保育園を開園。 
厚生大臣より社会福祉法人明照保育園として認可。 
明照デイサービスセンターを佐土原町からの受託事業として設置・開所。 
佐土原町第二在宅介護支援センターを佐土原町からの受託事業として設置・開所。 
明照ヘルパーステーションを佐土原町からの受託事業として設置・開所。 
法人名を「明照保育園」から「明照福祉会」へ変更。 
明照デイサービスセンターと明照ヘルパーステーションが佐土原町からの受託事業
から、それぞれ介護保険制度における通所介護事業所と訪問介護事業所に移行。 
佐土原町第二在宅介護支援センターで居宅介護支援事業を開始。 
明照保育園に佐土原町からの受託事業として明照児童クラブを併設。 
原口保育園を開園。 
知的障害者通所授産施設那珂の郷を開所。 
ひだまりデイサービスセンター（通所介護事業所）を開所。 
デイサービスセンターひだまり2 号館（通所介護事業所）を開所。 
明照児童クラブが佐土原小学校内に移転し「佐土原児童クラブ」となる。 
グループホーム明照（認知症対応型共同生活介護事業所）を開所。 
ひだまり柳丸館（デイサービスセンター、住宅型有料老人ホーム）を開所。 
佐土原保育園を開園 
「知的障害者授産施設那珂の郷」が障害者自立支援法に基づく事業（就労継続支援B
型、就労移行支援、生活介護）に移行したことに伴い施設名を「那珂の郷」に変更。
明照デイサービスセンターで配食サービスを開始。 
那珂の郷で相談支援事業を開始。 
「佐土原町第二在宅介護支援センター」の名称を「相談支援センター明照」に「変更
し、那珂の郷の相談支援事業を移管。 
明照ヘルパーステーションで障がい福祉サービス（居宅介護事業、同行援護事業、行
動援護事業）を開始。」 
グループホーム明照で、認知症対応型通所介護事業を開始。 
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